
 
 
お客さま各位  
  

資金使途に係るご説明 

 

当該有価証券に係る手取金は、発行会社において、弊社および弊社の親法人等・子法人等

に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。 
 

金融商品取引法第 36 条第 2 項および金融商品取引業等に関する内閣府令第 153 条第 1
項第 3 号に基づき、申し添えます。  

 

株式会社 SBI 証券 

   
 


